
【第6回】
2022年8月26日に、当事務所主催の独占禁止法プラクティス・グループ
［独禁法セミナー 第6回］を会場開催いたしました。

テーマ：押さえておきたい最新の独禁法・下請法運用のトレンド
～令和3年度の公正取引委員会による独禁法・下請法
運用状況等の公表資料を踏まえて～

講師：南部 利之
（元公正取引委員会事務総局審査局長、当事務所アドバイザー、
独占禁止法プラクティス・グループ・アドバイザー）

進行・質疑対応：向 宣明
（当事務所パートナー弁護士、
独占禁止法プラクティス・グループ・リーダー）



丸ビルカンファレンス（Ｒｏｏｍ４）

2022年（令和4年）8月26日(金)14：00～

桃尾・松尾・難波法律事務所

アドバイザー 南部 利之

桃尾・松尾・難波法律事務所主催
独占禁止法プラクティス・グループ［独禁法セミナー 第6回］

押さえておきたい最新の独禁法・下請法運用のトレンド
～令和3年度の公正取引委員会による独禁法・下請法
運用状況等の公表資料を踏まえて～
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２．「令和3年度における独占禁止法違反事件
の処理状況について」（令和4年6月1日）を踏ま

えて
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課徴金減免制度と調査協力減算制度
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〇 アップル・インクに対する件（R3.9.公表）
〇 ㈱ユニクエストに対する件（R3.12.公表）
〇 楽天グループ㈱に対する件（R3.12.公表）
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法的措置を採った事案５件

行為類型等 概要

入札談合
（排除措置命
令・課徴金納付
命令）

国、地方公共団体等が発注する群馬県の区域に所在する施設を対象にした機械警備業務の競争入札等の参加業者が、
受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた（令和４年２月２５日 ）。
違反事業者数7社 排除措置命令対象事業者数6社 課徴金納付命令対象事業者数4社 課徴金額1480万円

入札談合
（排除措置命
令・課徴金納付
命令）

日本年金機構発注のデータプリントサービスの入札等の参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できる
ようにしていた（令和４年３月３日 ）。

違反事業者数26社 排除措置命令対象事業者数25社 課徴金納付命令対象事業者数24社 課徴金額17億4161万円

入札談合
（排除措置命
令・課徴金納付
命令）

独立行政法人地域医療機能推進機構発注の医薬品の入札の参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注で
きるようにしていた（令和４年３月３０日 ）。

違反事業者数4社 排除措置命令対象事業者数3社 課徴金納付命令対象事業者数3社 課徴金額4億2385万円

拘束条件付
取引
（確約計画の認
定）

Booking.com B.V.は、宿泊施設運営業者との間の契約において、その運営する宿泊予約サイト「Booking.com」に掲載す
る我が国所在宿泊施設に係る宿泊料金及び部屋数について、他の販売経路と同等又は有利なものとする条件（ただし、
自社ウェブサイト等の販売経路と同等又は有利なものとする条件を除く。）を定め、当該条件を遵守させていたが、当該
行為を取りやめる等の確約計画の認定申請を行い、認定を受けた（令和４年３月１６日 確約計画認定）。

取引妨害（並
行輸入阻害）
（確約計画の認
定）

ウイルソンの子会社であるアメアジャパンは、遅くとも平成28年9月頃以降、令和2年9月までの間、ウイルソンが製造す

る「パフォーマンステニスラケット」を、国外の正規販売業者から輸入・販売する「並行輸入業者」から「並行輸入品」を入
手し、これに貼付されたホログラムシールの情報から当該並行輸入品を当該並行輸入業者に販売した国外正規販売業
者を特定した上で、当該正規販売業者が並行輸入業者へ本件テニスラケットを販売しないようにさせることをウイルソン
に求め、これを受け、ウイルソンは、特定した国外正規販売業者に対し、並行輸入業者に本件テニスラケットを販売しな
いよう警告していたが、アメアジャパン及びウイルソンは、それぞれ当該行為を既に行っていないことを確認する旨取締
役会において決議すること等の確約計画の認定申請を行い、認定を受けた（令和４年３月２５日 確約計画認定）。
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自発的な措置に関する公表（審査打切り）３件

行為類型 件名・概要

私的独占 アップル・インクに対する件（令和３年９月２日 公表）
アップル・インクが、App Store の運営に当たり、デベロッパーがアプリ内でのデジタルコンテンツの販売等を行う

場合、アップル・インクが指定する課金方法の使用を義務付けることに加え、アウトリンクを禁止するなどしていた。

アップル・インクから、リーダーアプリにおいてアウトリンクを許容するという改善措置の申出がなされ、本件被疑
行為を解消するものと認められたことから、審査を終了した。

排他条件付取引
拘束条件付取引

㈱ユニクエストに対する件（令和３年１２月２日 公表）

㈱ユニクエストが、同社の運営する「小さなお葬式」と称するインターネット葬儀サービスに関し、一般消費者に提
供する葬儀の施行を委託している葬儀社に対し、他のインターネット葬儀サービスを営む事業者と取引しないこと
を条件として委託手数料相当額を一般加盟店よりも増額する（特約加盟店制度）ことにより、他の事業者を排除し
ている疑いがあった。

㈱ユニクエストから特約加盟店制度を廃止する等の改善措置を講じた旨の報告がなされ、本件被疑行為を解消
するものと認められたことから、審査を終了した。

優越的地位濫用 楽天グループ㈱に対する件（令和３年１２月６日 公表）

〇楽天グループ㈱（以下「楽天」という。）の、「楽天市場」出店事業者に対する「共通の送料込みライン」一律導入
に対し、東京地裁への「緊急停止命令」の申立て（令和2年2月28日）。
〇これに対し、楽天は、同年3月6日、店舗の選択により「共通の送料込みライン」の適用対象外にできることとし、

その後、適用対象外申請を行うための手続を設けたことから、公取委は、当面は、一時停止を求める緊急性が薄
れるものと判断し、同年3月10日、同申立てを取り下げたが、出店事業者の選択の任意性が確保されるか否かを
見極める必要があると判断し、審査を継続。

〇審査の結果、楽天が、店舗を担当する営業担当者等により、「共通の送料込みライン」に参加していない店舗を
不利にする取扱いを示唆するなどして、「共通の送料込みライン」に参加すること及び適用対象外申請を行わない
ことを余儀なくさせることにより、優越的地位の濫用に該当する疑いのある事実が認められた。

これに対し、楽天から、「共通の送料込みライン」に参加すること等について、出店事業者の意思を尊重する等の
会社の方針を営業担当者等に周知徹底するとともに、出店事業者に周知する等の改善措置の申出がなされ、本
件被疑行為は解消するものと認められたことから、審査を終了した。
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優越的地位濫用への対処（優越タスクの取組み状況）

「優越的地位濫用事件タスクフォース」（優越タスク）：平成21年に審査局内に設置。
一元的・効率的処理
1. 優越的地位濫用に関し寄せられた情報及び自ら収集した情報に基づき、一元的に当該類型に特化

した調査を行い、注意処分とすることにより、事案を効率的に処理（平均処理期間は約67日）。

2. 下請法に基づく勧告・指導を受けた親事業者についても、必要に応じ、下請事業者に該当しない取引
先に対する行為について調査を行い、優越的地位濫用につながるおそれがみられた場合には、注意。

効果的処理
1.調査に当たって、関係事業者にグループ会社の状況も含めて報告を求め、当該関係事業者とグルー

プ会社の双方について改善を図る。

2.調査の結果、違反につながるおそれがあると認められた場合、職員が関係事業者の事務所に直接出
向くなどして、責任者（担当取締役等）と面談を行い、違反につながるおそれがあるとして注意を行う
とともに、パンフレット等を用いて、優越的地位濫用行為が禁止されている趣旨、目的等を説明。
注意後の相談対応も実施。

3.過去に注意を行った事案のフォローアップ調査において、関係事業者から過去の注意後の改善状況
を確認。不十分な場合には関係事業者を招致等して注意。
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３．「令和3年度における下請法の運用状況及び
中小事業者等の取引公正化に向けた取組」

（令和4年5月31日）を踏まえて
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下請法の概要
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勧告・指導件数等の推移

１ 公取委の調査着手前に当該違反行為を自発
的に申し出る。

２ 当該違反行為を既に取りやめている。

３ 下請事業者に与えた不利益回復のために必要

な措置（下請代金減額事案であれば、減じていた
額の少なくとも過去１年間分の返還）を既に講じ
ている。

４ 当該違反行為を今後行わないための再発防止
策を講じることとしている。

５ 当該違反行為について公取委が行う調査及び
指導に全面的に協力。
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（３）独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査及び法執行の強化【公正取引委員会・事業所管省庁】

独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関して、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑
われる事案が発生していると見込まれる業種について、・・・・今年度内に対象業種を追加的に選定し、来年度に緊
急調査を公正取引委員会において、実施する。

また、公正取引委員会が取引価格への転嫁拒否が疑われる事案について、立入調査を行う。

（４）下請代金法上の「買いたたき」に対する対応
①下請代金法上の「買いたたき」の解釈の明確化【公正取引委員会】

労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、下請代金法上の「買いたたき」に該
当するおそれがあることを、公正取引委員会は以下の方向で明確化する。
‐ 労務費、原材料費、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の
場において明示的に協議することなく、従来どおりの取引価格に据え置くこと。
‐ 労務費、原材料費、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにも

かかわらず、価格転嫁をしない理由を文書や電子メールなどで下請事業者に回答することなく、従来どおりの取引
価格に据え置くこと。



４．「独占禁止法に関する相談事例集（令和3年
度）」（令和4年6月22日）を踏まえて
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「業務提携に関する検討会報告書」（公取委CPRC  令和元年7月10日）

〇 競争上重要な情報の交換・共有やコスト構造の共通化

→ 相互の行動を予測しやすくなり、協調的な行動が助長されやすくなるという問題

〇 業務提携における情報交換・共有 ： カルテル等の問題を誘発しないよう適切な情報

管理が必要

→ 業務提携における情報遮断措置として，例えば，部門間におけるファイアーウォー

ルの設置、業務提携に関係する者との秘密保持契約の締結、業務提携に従事する者

の情報へのアクセスの制限
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・本件製品はJIS規格品であり、製造販売元
により製品の品質は大きく変わらない。

・市場シェアは、A社約40%（第1位）、B社約
20%（第3位）。

・2社は、工場と物流拠点間の運送費削減目
的のため、製品の一部（A社の7%、B社の
15%相当）の相互OEM供給を検討。

・相互に等量の製品を製造委託し、それぞれ
相手方工場に取りに行く。

・製造原価は互いに等価と評価して相互
OEM供給に係る金銭やり取りはない。

・2社は、それぞれ独自に本件製品を販売し

、販売価格、販売数量、販売先等に一切関
与しない。

・2社は、本件製品を各自で製造し、うち等量の一定数量を物
々交換の方法で相手方に引き渡すことにしているから、2社の
製造コストに変化は生じず、製造コスト共通化も生じない。

・２社は、各工場から物流拠点までの運送を各自で行うため、2
社間で運送費も共通化しない。また、互いの納入先や納入価
格等は分からない。

・2社は、製造コスト及び運送費に関して情報交換はしないの
で、それらコストに関する情報が共有されない。

・2社は、本件取組開始後も、それぞれ独自に本件製品を販売
し、互いに販売価格、販売数量、取引先等に一切関与しない。

・2社の間で、それぞれの事業活動を一方的又は相互に制約
拘束する取り決めは行われない。

相談の要旨相談の要旨 独禁法上の考え方独禁法上の考え方
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・本件容器の需要者は飲料メーカー等で、容器
メーカーにより品質は大きく変わらない。

・市場シェアは、C社約40%（第1位）、D社約
10%（第3位）。需要は減少傾向で供給過多。

・C社の製造設備の稼働状況には余裕がある
が、D社の設備は老朽化。D社は設備更新せ
ず、C社にOEM供給を打診。

・C社はその生産状況を踏まえ、都度、D社か
らのOEM発注の受注を判断。

・OEM供給後も、2社は独自に販売し、互いに
販売価格、販売数量、取引先等に関与しない。

・C社が得たOEM供給に関する情報は、C社の
業務担当と営業担当間で遮断措置を講じる。

・2社の合計市場シェアは50%だが、他に30%の有力競
争者が存在し、また、隣接市場からの競争圧力もある。

・本件取組により、D社がOEM供給を受ける数量等に関
する情報がC社にも共有されるが、C社は、社内情報遮
断措置を講じる。

・2社は、本件取組開始後も、それぞれ独自に本件製品

を販売し、互いに販売価格、販売数量、取引先等に一切
関与しない。

・2社の間で、それぞれの事業活動を一方的又は相互に
制約拘束する取り決めは行われない。

相談の要旨相談の要旨 独禁法上の考え方独禁法上の考え方
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・本件製品のX地域におけるシェアは、 E社約5%、 F社約10%。

・2社は工場のあるY地域から離れたX地域向けの定期配送製品の
物流共同化を検討。

・F社が製品をE社の工場に持ち込み、E社の製品と混載し、X地域
のE社営業所に配送し、倉庫に一時保管。配送はE社委託のP運送
業者。

・ X地域におけるF社製品のE社営業所からF社営業所への配送は、
E社委託のQ配送業者。

・F社営業所から需要者への配送はF社自ら行うので、需要者の所在
地や名称はE社には不明。

・2社間で、需要者名、販売価格に関する情報交換は行わない。F社
相当分の運賃はE社からF社に請求。

・E社からP社への配送委託数量情報はE社の物流担当部署内で使
用。営業担当部門には共有されない。

・X地域における運送サービス調達市場へ
の影響は軽微。

・X地域における2社の合計シェアは15%。
さらに、共同配送の対象はX地域向け販
売の一部。

・E社の物流担当部署が得るF社の本件取
組対象数量情報は、E社営業担当部門に
は共有されない。

・2社は、本件取組によりX地域における互

いの納入先需要者名、価格、販売数量等
の情報は得られない。

相談の要旨相談の要旨 独禁法上の考え方独禁法上の考え方



５．「令和3年度における企業結合関係届出
の状況」（令和4年6月22日）を踏まえて
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34

企業結合審査の概要
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最近におけるデジタル分野の企業結合審査への対応
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企業結合審査に係るエンフォースメントの強化

（1）個別案件に係る情報・意見の募集
〇 本年６月に2件公表、意見募集。（①グーグル・エルエルシー及びマンディアント・インクの統合、②マイクロソフト・コーポレ

ーション及びアクティビジョン・ブリザード・インク）

（2）企業結合審査における内部文書の活用
当該企業結合に関連する事実関係の正確な把握のために、当該当事会社グループによる、①企業結

合計画の意図・目的、②企業結合の結果の利害関係者への影響予測、③市場の将来予測等を把握す
る必要があるため、審査の初期段階から取締役会資料や社内の競争分析に係る資料などの内部文書
の提出を求める。必要に応じて、独禁法第40条又は47条の権限を行使する。

提出を求める内部文書の範囲
➢ 当事会社グループの取締役会等の各種会議等で使用された資

料や議事録等
➢ 企業結合の目的・効果等について検討・分析した資料や企業

結合の検討を開始した経緯を示す資料
➢ 企業結合の検討に関与した当事会社グループの役員又は従

業員の電子メール
➢ 事業計画や事業上の各種戦略又は事業報告に関して作成した

文書
➢ 競争者・新規参入者の事業計画・参入計画に関して検討・分析し

た文書や競争者の範囲、競争力、競合の程度 についての当事会
社の認識や評価を示す資料

➢ 商品・役務の価格、数量又は市場研究、市場予測、市場調査等
のマーケティングに関する報告書

➢ 当事会社グループの組織図、各組織・部署の業務内容を示す
資料及び従業員リスト

当時会社グループが抽出・選定を希望する場合の要説明事項
➢ 抽出・選定作業を行う必要性・合理性の有無
➢ 抽出・選定作業を行う範囲（人的範囲、物的範囲、対象期間）

及び当該範囲とする理由
➢ 検索ワード等による抽出・選定の場合の検索条件、使用する

ツール（フォレンジック業者を利用する場合にはその概要）
➢ 抽出・選定対象となり得る内部文書の保全状況

内部文書の提出方法
➢ 電子メールへの添付（メール本文を含めて 50 メガバイトを

超える容量となる場合、分割送付。）
➢ ハードディスクやＤＶＤ等の記録媒体での提出
➢ 公取委の指定するファイル転送サービスでのデータの提出
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独占禁止法関連
 国内外の行政・刑事違反事件調査対応、不服申立て対応、関連する自主的社内調査対応（課徴

金減免申請、司法取引等の手続対応を含む）、事後的な法令遵守の維持向上のための措置・活
動対応

 M&A・業務提携等に関する分析検討、企業結合規制手続対応
 流通戦略、知財戦略等に基づく取引先との契約交渉、締結・履行等に際しての分析検討
 他事業者による違反事案対応（公正取引委員会に対する申告、民事提訴等）

セミナー開催／社内研修講師

M&Aにおける対象会社の独占禁止法リスクの検証

コーポレート法務関連
 有事対応に関する事後検証（再発防止策、役員責任等）
 コンプライアンス体制・内部統制システム整備
 適時開示対応

特殊な事業分野の独占禁止法適用除外

契約法務関連
 不公正な取引方法、下請法対応

広告審査

 景表法対応
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国内外のカルテル事案や流通戦略に基
づく取引行為・その他事業活動に対す
る独占禁止法違反（行政・刑事）の嫌
疑の調査／国内外の事業提携や企業結
合審査案件／第三者委員会の委員就任
など、有事対応への事後検証や再発防
止体制の立案策定 ／同法違反に起因
する民事責任を巡る係争対応 等。
2016年2月～17年3月：公正取引委員会
「独占禁止法研究会」会員（裁量型課
徴金制度を含む課徴金制度の在り方に
ついて）。／19年7月～競争法フォーラ
ム常務理事・事務局長／20年9月～日本
弁護士連合会司法制度調査会・商事経
済部会副部会長（独禁法関連担当）

向 宣明
MUKAI, Nobuaki

弁護士登録以来、談合・カルテル事件
について、リニエンシー・取消訴訟等
を常に手掛けるほか、企業結合・事業
提携に関する業務も取り扱う。談合・
カルテル等の企業不祥事を含む事件処
理や役員責任に関する相談も数多く経
験している。金融庁への出向経験を有
しており、企業開示や取引所関連の相
談にも対応する。
2009年4月～10年9月：金融庁総務企画
局市場課専門官
第一東京弁護士会総合法律研究所会計
・監査制度研究部会副部会長、同金融
商品取引法研究部会員

森口 倫
MORIGUCHI, Rin

98年4月 - 05年3月ソニー株式会社勤務
（法務部、知的財産渉外部他）
競争法フォーラム会員、第一東京弁護
士会総合法律研究所独禁法研究部会員
、同知的所有権法部会員 国内外の数
多くのカルテル・談合事案に携わり、
主にリニエンシーを含む当局対応や民
事賠償対応を手掛ける。クロスボーダ
ーの企業結合や不公正な取引方法に関
する案件の他、景表法、下請法等に関
する案件についても日常的にアドバイ
スを行っている。

小林 崇
KOBAYASHI, Takashi

弁護士登録以降、数多くの国内外の企
業に対して、談合・カルテル調査、国
内外の企業結合審査、流通・販売政策
や業務提携、知的財産権のライセンス
に関する助言等を行っている。プラン
トエンジニアリング、製薬、医療機器
といった取引分野に精通し、コーポレ
ートガバナンスや人事政策に関する相
談にも常時対応している。国内金融機
関法務部や公共設備エンジニアリング
企業法務部への出向経験も有する。

杉本 亘雄
SUGIMOTO, Nobuo

82年4月公正取引委員会事務局入局／19
年7月審査局長を最後に公正取引委員会
事務総局退官の後、同年12月桃尾・松
尾・難波法律事務所入所／04年4月～07
年6月官房国際課長として、また11年8
月～16年6月官房審議官（国際担当）と
して海外競争当局等とのバイ・マルチ
の業務を統括／11年1月～8月審査局犯
則審査部長として犯則事件を統括／02
年7月～2004年4月取引部消費者取引課
長として景品表示法行政を担当

南部 利之
NAMBU, Toshiyuki

国内金融機関法務部、公共設備エンジ

ニアリング事業者法務部、海外ファッ

ションブランド事業者法務部への出向

経験がある。第一東京弁護士会総合法

律研究所独禁法研究部会員。

国内外カルテル事案のほか、契約法務

に関連して、不公正な取引方法に関す

るアドバイスや下請法、景表法等に関

する相談にも様々対応している。

石川 由佳子
ISHIKAWA,  Yukako 

第二東京弁護士会経済法研究会会員

外資系法律事務所在籍時より、国内外

の企業結合事案やカルテル・談合事案

に従事。労働法案件を数多く手掛け、

従業員による企業不祥事事案において

助言を行うほか、日常的に、景表法や

下請法等に関する助言も行っている。

橘川 裕樹
KIKKAWA, Hiroki

競争法フォーラム会員

国内外のカルテル・談合に関するリニ

エンシー申請、民事賠償対応等に携わ

る。デジタル・プラットフォーム分野

を含む独禁法に関する相談や、景表法

・下請法に関する相談にも日常的に対

応している。刑事専門事務所に在籍し

た経歴があり、経済事件を含む刑事事

件に関する豊富な経験を有する。

田中 翔
TANAKA, Sho

パートナー

アソシエイトアドバイザー



ご清聴ありがとうございました

桃尾・松尾・難波法律事務所

アドバイザー（独占禁止法プラクティス・グループ）

南部 利之

〒102‐0083
東京都千代田区麹町4丁目1番地

麹町ダイヤモンドビル

電 話 03‐3288‐2080
ﾌｧｸｼﾐﾘ 03‐3288‐2081
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